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秋田市上下水道局職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する規程

をここに公布する。

令和４年10月14日

秋田市上下水道事業管理者 工 藤 喜根男

秋田市上下水道局管理規程第３号

秋田市上下水道局職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する

規程

秋田市上下水道局職員の育児休業等に関する規程（平成４年水道事業管

理規程第８号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「より」の次に「行い、秋田市職員の育児休業等に関す

る条例（平成４年秋田市条例第６号。以下「育児休業条例」という。）第

３条第７号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除

き、」を、「１月」の次に「（次に掲げる場合は、２週間）」を加え、同

項に次の各号を加える。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第３条の２に規定す

る期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第２条の３第３号に掲げる場合に該当する場合であっ

て、当該請求をする日が当該請求に係る子の１歳到達日（当該請求を

する非常勤職員が同条第２号に掲げる場合に該当してする育児休業又

は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合もしくはこれに相当す

る場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業

（以下この号において「地方等育児休業」という。）の期間の末日と

された日が当該請求に係る子の１歳到達日後である場合は、当該末日

とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児

休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））

以前の日である場合
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(3) 育児休業条例第２条の４の規定に該当する場合であって、当該請求

をする日が当該請求に係る子の１歳６箇月に達する日以前の日である

場合

第２条第２項に次のただし書を加える。

ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第３条第７号に

掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでな

い。

第３条中「前条第１項および第２項」を「前条第２項本文」に改め、同

条を同条第２項とし、同項の前に次の１項を加える。

育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育

児休業条例第３条第７号に規定する職員が任期を更新されることに伴い

育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日と

されている日の翌日の１月（次に掲げる育児休業の期間を延長しようと

する場合は、２週間）前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第３条の２に規定す

る期間内にしている育児休業（当該期間内に延長後の育児休業の期間

の末日とされる日があることとなるものに限る。）

(2) 育児休業条例第２条の３第３号に掲げる場合に該当してしている育

児休業

(3) 育児休業条例第２条の４の規定に該当してしている育児休業

第４条第２項中「第２条第２項」を「第２条第２項本文」に改める。

第５条各号列記以外の部分に次のただし書を加える。

ただし、第１号から第４号までに規定する育児休業（同号については、

引き続いて承認する育児休業に限る。）が当該育児休業に係る子の出生

の日から育児休業条例第３条の２に規定する期間内にあるものである場

合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞

令書の交付に代えることができる。

第５条第４号中「引き続き」を「引き続いて」に改め、同条第５号中

「短時間勤務が」を「当該短時間勤務が」に改める。

第６条第２項中「秋田市職員の育児休業等に関する条例（平成４年秋田

- 5 -



市条例第６号。以下「育児休業条例」という。）」を「育児休業条例」に

改める。

第９条第２項中「第２条第２項および第３条」を「第２条第２項本文」

に改める。

第14条各号列記以外の部分中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１

項」に改める。

第18条第１項中「第８条第１項」を「第14条」に改め、同条第２項中「第

２条第２項」を「第２条第２項本文」に改める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、令

和５年４月１日から施行する。
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秋田市上下水道局財務規程の一部を改正する規程をここに公布する。

令和４年10月31日

秋田市上下水道事業管理者 工 藤 喜根男

秋田市上下水道局管理規程第４号

秋田市上下水道局財務規程の一部を改正する規程

秋田市上下水道局財務規程（昭和41年水道局管理規程第３号）の一部を

次のように改正する。

第27条第２項第２号および第３号を次のように改める。

(2) 支払人が、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に

手形交換を委託している金融機関であること。

(3) 支払地の区域は、全国の区域とする。

附 則

この規程は、令和４年11月４日から施行する。
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秋田市告示第246号

秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例（平成４年秋田市条例第

37号）第21条第２項の規定に基づき、令和４年度秋田市一般廃棄物処理実

施計画を変更したので告示する。

令和４年10月３日

秋田市長 穂 積 志
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秋田市告示第247号

秋田市旧松倉家住宅の指定管理者を次のとおり指定したので、秋田市公

の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年秋田市条

例第45号）第10条の規定により告示する。

令和４年10月３日

秋田市長 穂 積 志

１ 施 設 名 秋田市旧松倉家住宅

２ 指定管理者 秋田市中通二丁目２番32号

株式会社秋田東北ダイケン

代表取締役 髙 井 行 則

３ 指定の期間 令和５年３月21日から令和10年３月31日まで
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秋田市告示第248号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第123号）第60条第１項の規定に基づき、指定自立支援医療機関（育

成医療・更生医療）を次のとおり更新したので、同法第69条の規定により

告示する。

令和４年10月３日

秋田市長 穂 積 志

担当する医療の種類：腎臓に関する医療

指定
医療機関の名称 所 在 地 開 設 者 名 更新年月日

番号

36 さが医院
秋田市中通五丁目

嵯 峨 大 介
令和４年

１番16号 10月１日
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秋田市告示第249号

土地収用法（昭和26年法律第219号。以下「法」という。）第24条第１項の

規定により、東北地方整備局長から事業認定申請書およびその添附書類の写し

の送付を受けたので、同条第２項の規定により、これを公衆の縦覧に供するた

め次のとおり告示する。

なお、事業の認定について利害関係を有する者は、法第23条の規定により、

縦覧期間内に限り東北地方整備局長に土地収用法施行規則（昭和26年建設省令

第33号）第４条の規定にしたがって公聴会開催請求書を提出することができ、

また、法第25条の規定により、縦覧期間内に限り秋田県知事に意見書を提出す

ることができ、当該意見書は東北地方整備局長あてに送付されるので留意され

たい。

令和４年10月４日

秋田市長 穂 積 志

１ 起業者の名称 秋田県

２ 事業の種類 県道川添下浜停車場線改築工事（下浜羽川工区・秋田県秋

田市下浜羽川字家ノ腰地内から同市下浜羽川字浜稲場地内ま

で）およびこれに伴う市道付替工事

３ 起業地

(1) 収用の部分 秋田県秋田市下浜羽川字家ノ腰、字河童長根、字小金沢、

字内稲場、字五郎池および字浜稲場地内

(2) 使用の部分 秋田県秋田市下浜羽川字家ノ腰、字河童長根、字小金沢、

字内稲場および字浜稲場地内

４ 縦覧場所 秋田市山王一丁目１番１号 秋田市建設部建設総務課

５ 縦覧期間 告示の日から令和４年10月18日まで。ただし、土曜日、日

曜日および国民の祝日を除く。

６ 縦覧時間 午前８時30分から午後５時15分まで
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秋田市告示第250号  

 

介護保険法（平成９年法律第 123号）第 70条第１項の規定に基づき、指定

居宅サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第78条の規定により

告示する。 

 

  令和４年10月４日 

 

秋田市長 穂 積    志      

 

事業者の 

名  称 

事業所の  

名  称 
事業所の所在地  指定の年月日 

サービスの 

種 類 

株式会社ま

つかさ園 

訪問介護事

業所旭南  

秋 田 市 旭 南 二

丁 目 ４ 番 11号  
令和４年10月１日 訪問介護 
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秋田市告示第251号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第123号）第60条第１項の規定に基づき、指定自立支援医療機関（育

成医療・更生医療）を次のとおり更新したので、同法第69条の規定により

告示する。

令和４年10月５日

秋田市長 穂 積 志

担当する医療の種類：薬局

指定番号 医療機関の名称 所 在 地 更新年月日

205 ラベンダー薬局 秋田市泉南三丁目18番11号
令和４年

11月１日
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秋田市告示第252号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第171条第４項の規定に基づき、会計

管理者をして会計管理者の権限に属する事務のうち次表右欄に掲げるもの

については、当該左欄に掲げる課所室に所属する出納員および現金取扱員

に委任し、又は再委任させたので、同項の規定により告示する。

令和４年10月５日

秋田市長 穂 積 志
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課所室名 委任事務

会計課 有価証券および名目不明金の出納保管に関する事務
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秋田市告示第253号

次の後期高齢者医療保険料督促状は、本人の住所又は居所が明らかでな

いため送達できなかったので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和

57年法律第80号）第112条の規定により準用する地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該督促状は、市民生活部後期高齢医療課に保管し、送達を受け

るべき者が請求したときは、いつでも交付する。

令和４年10月６日

秋田市長 穂 積 志

１ 送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

令和４年度第２期後期高齢者医療保険料督促状
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秋田市告示第254号  

 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、第78条の５第２項、 

第115条の５第２項および第115条の15第２項の規定に基づき、指定居宅サ

ービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事

業者および指定地域密着型介護予防サービス事業者から事業の廃止の届出

があったので、同法第78条、第78条の11、第115条の10および第115条の20

の規定により告示する。  

 

  令和４年10月７日 

 

秋田市長 穂 積    志      

 

事業者の 

名  称 

事業所の  

名  称 
事業所の所在地  廃止の年月日 

サービスの 

種   類 

株 式 会 社

ま つ か さ

園 

小規模多機

能型居宅介

護事業所よ

つば 

秋田市旭南二丁

目３番17号 
令和４年９月30日 

小規模多機

能型居宅介

護、介護予

防小規模多

機能型居宅

介護 

株 式 会 社

グ レ イ ス

コール 

グレイスコ

ール訪問看

護ステーシ

ョンいいじ

ま 

秋田市飯島道東

二丁目 12番 45号 

ハイ・ロードブ

リッチ１－Ｂ号 

令和４年９月30日 

訪問看護、

介護予防訪

問看護  

社 会 福 祉

法 人 と も

しび会 

光峰苑デイ

サービスセ

ンター  

秋田市添川字鶴

木台65番地３  
令和４年９月30日 通所介護  
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秋田市告示第255号

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項の規定による

身体障害者手帳の申請に関わる医師を次のとおり指定したので、秋田市身

体障害者福祉法施行細則（平成15年秋田市規則第３号）第５条の規定によ

り告示する。

令和４年10月11日

秋田市長 穂 積 志

医師氏名 医療機関名 診療科名 担当する障害分野

高 橋 佳 子 秋田大学医学部 内科、 肢体不自由

附属病院 神経内科 呼吸器機能障害

佐々木 勇 人 社会医療法人 消化器外 ぼうこう又は直腸機能障害

明和会 科

中通総合病院

飯 田 正 毅 秋田厚生医療 消化器外 肢体不自由

センター 科 心臓機能障害

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸機能障害

小腸機能障害

肝臓機能障害
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秋田市告示第256号

次の後期高齢者医療保険料納入通知書は、本人の住所又は居所が明らか

でないため送達できなかったので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭

和57年法律第80号）第112条の規定により準用する地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該納入通知書は、市民生活部後期高齢医療課に保管し、送達を

受けるべき者が請求したときは、いつでも交付する。

令和４年10月11日

秋田市長 穂 積 志

１ 送達を受けるべき者の氏名および住所

原 田 正 孝

秋田市手形山西町４番４－301号

２ 送達する書類

令和４年度後期高齢者医療保険料納入通知書
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秋田市告示第257号

道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定に基づき、次の市道

の路線を廃止するので、同条第３項において準用する同法第９条の規定に

より告示する。

その関係図面は、秋田市建設部建設総務課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月11日

秋田市長 穂 積 志

１ 廃止路線

起 点 重要な
整理番号 路線名

終 点 経過地

泉 字 道 田 2 1 番 ２ 地 先
41000 泉ハイタウン30号線

泉 字 道 田 2 1 番 ２ 地 先

泉 字 菅 野 ３ 番 3 0 地 先
41001 泉ハイタウン31号線

泉 字 菅 野 6 2 番 2 0 地 先

２ 縦覧期間

令和４年10月11日から同月28日まで。ただし、土曜日および日曜日を

除く、午前８時30分から午後５時15分まで

- 20 -



秋田市告示第258号

道路法（昭和27年法律第180号）第８条第１項の規定に基づき、市道路

線を次のとおり認定するので、同法第９条の規定により告示する。

その関係図面は、秋田市建設部建設総務課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月11日

秋田市長 穂 積 志

１ 認定路線

起 点 重要な
整理番号 路線名

終 点 経過地

手形字西谷地 8 7番 ３ 地 先
21025 手形西谷地61号線

手 形 字西 谷 地 4 1番 ４ 地 先

手 形 字 西 谷 地 8 8番 ３ 地先
21026 手形西谷地62号線

手 形 字 西 谷 地 7 3番 ３ 地先

手 形 字十 七 流 8 5番 １ 地 内
21027 手形十七流32号線

手形字十七流 20 9番２地内

手 形 字 蛇 野 1 5 6 番 地 内
21028 手形十七流33号線

手 形 字 十 七 流 2 1 0 番 地 内

手 形 字 十 七 流 6 6 番 地 先
21029 手形十七流34号線

手 形 字十 七 流 8 4番 ２ 地 先

広面字谷内佐渡189番２地先
80463 アカデミータウン19号線

広面字谷内佐渡189番４地先

広面字谷内佐渡191番11地先
80464 アカデミータウン20号線

広面字谷内佐渡189番４地先

２ 縦覧期間

令和４年10月11日から同月28日まで。ただし、土曜日および日曜日を
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除く、午前８時30分から午後５時15分まで

- 22 -



秋田市告示第259号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項および第２項の規定に基

づき、次のとおり道路の区域を決定し供用を開始する。

その関係図面は、秋田市建設部建設総務課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月11日

秋田市長 穂 積 志

１ 道路の区域および供用開始の区間

整理 起 点 延 長 幅 員
路線名

番号 終 点 (メートル) (メートル)

手形西谷地 手形字西谷地87番３地先
21025 168.00 6.00

61号線 手形字西谷地41番４地先

手形西谷地 手形字西谷地88番３地先
21026 70.20 4.00

62号線 手形字西谷地73番３地先

手形十七流 手形字十七流85番１地内
21027 133.50 6.00

32号線 手形字十七流209番２地内

手形十七流 手形字蛇野 15 6番地内
21028 39.40 6.00

33号線 手形字十七流210番地内

手形十七流 手形字十七流66番地先
21029 30.00 6.00

34号線 手形字十七流84番２地先

アカデミータ 広面字谷内佐渡189番２地先
80463 51.40 6.00

ウン19号線 広面字谷内佐渡189番４地先

アカデミータ 広面字谷内佐渡191番11地先
80464 22.60 6.00

ウン20号線 広面字谷内佐渡189番４地先

２ 縦覧期間

令和４年10月11日から同月28日まで。ただし、土曜日および日曜日を
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除く、午前８時30分から午後５時15分まで
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秋田市告示第260号

秋田市消費生活条例（平成９年条例第43号。以下「条例」という。）第

18条第１項の規定に基づき、平成10年５月６日付け秋田市告示第92号で指

定した、不適正な取引行為を廃止したので、秋田市消費生活条例施行規則

第４条の規定により告示する。

令和４年10月11日

秋田市長 穂 積 志
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秋田市告示第261号

秋田市消費生活条例（平成９年条例第43号。以下「条例」という。）第

18条第１項の規定に基づき、不適正な取引行為を次表のとおり指定したの

で、秋田市消費生活条例施行規則第４条の規定により告示する。

令和４年10月11日

秋田市長 穂 積 志
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1 販売目的の隠匿・偽装

商品もしくは役務（以下「商品等」という。）の販売もしくは提供（以下「販売等」
という。）の意図を隠して、もしくは商品等の販売等以外が目的であるかのように接
近し、もしくは人を集めて、又は広告等で誘引することにより契約の締結を勧誘し、
又は契約を締結させること。

2 重要な事実の不告知
商品等の内容、解約条件等消費者にとって重要な事実を告げずに契約の締結を勧誘
し、又は契約を締結させること。

3 取引内容等の説明不足
商品等の内容、解約条件等消費者の判断に影響を及ぼすことになる重要事項の説明を
不十分又は不明確に行うことにより契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させるこ
と。

4 事実の不実告知
商品等の内容、解約条件等消費者の判断に影響を及ぼすことになる重要事項に関して
虚偽の事実を告げることにより誤認させ契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる
こと。

5 義務の誤信・強調
商品等の購入もしくは利用等（以下「購入等」という。）もしくは設置等が法令等の
義務であるかのように告げて、又は誤解を招きかねない説明をすることにより契約の
締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

6 誤信を招く情報提供
消費者が契約する意思を決定するために重要なことについて、誤信させ、もしくは不
安を覚えさせるような事実を告げることにより契約の締結を勧誘し、又は契約を締結
させること。

7
優良・有利の誤信を招
く表現

商品等の内容、取引条件等が実際のものよりもしくは他より著しく優良もしくは有利
であるかのように説明し、又はそのような広告を用いて誘引することにより契約の締
結を勧誘し、又は契約を締結させること。

8
著名な商品等と誤信さ
せる行為

商品等の名称、形状等に関して、他の商品等と同一もしくは類似するものと誤信する
よう故意に紛らわしくすることにより契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させるこ
と。

9 断定的判断の提供
商品等の購入等に当たって得られる効果、利益、成果等将来における不確実なことに
ついて断定的な判断を提供することにより契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させ
ること。

10 契約締結の不当な誘導

スマートフォン、パソコン等の電子機器を使用して商品等の購入等をする際に、当該
操作が契約の申込み又は承諾になることをあらかじめ知らせずに操作を誘導して契約
を締結させる、資料請求又は見積請求が契約の申込み又は承諾になることをあらかじ
め知らせずに契約を締結させる等の不当な手段を用いること。

11 身分詐称
自らを官公署もしくは著名な法人の職員もしくは関係者と偽り、その認可、委託等を
得ている等の言動を用いて消費者を安心させることにより契約の締結を勧誘し、又は
契約を締結させること。

12 身分隠匿
身分、住所、連絡先等を明らかにせずに契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる
こと。

13 法定書面の不交付
法令で交付が義務付けられている書面を交付せずに契約の締結を勧誘し、又は契約を
締結させること。

14
契約締結後の不当な行
為

スマートフォン、パソコン等の電子機器を使用して商品等の購入等をする際に、契約
内容を確認のうえ契約が成立したと同時に割引クーポン等を表示し、その使用により
消費者の意に反した契約内容に変わる等不当な行為により誤認させ契約を締結させる
こと。

１ 長時間・威圧的勧誘
訪問、電話、メール等の手段により、長時間、長期間もしくは複数回にわたる威圧的
なもしくは不安を覚えさせる言動等により契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させ
ること。

条例第18号第１項第１号に該当する不適正な取引行為

条例第18号第１項第２号に該当する不適正な取引行為
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２ 不退去・退去妨害
消費者が自宅、職場等から退去してほしい、もしくは勧誘を受けた場所から退去した
い旨の意思を表示したにもかかわらず、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる
こと。

３ 路上等での不当な勧誘
消費者の意に反して、路上その他の場所で呼び止め、もしくは電話により営業所等に
誘引して、執ように、又は威圧的な態度により契約の締結を勧誘し、又は契約を締結
させること。

４ 早朝・深夜等の勧誘
消費者の意に反して、早朝、深夜その他正常な判断が困難な状態のときに、訪問し、
又は電話することにより契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

５
虚偽の内容を記載させ
る行為

消費者の年齢、職業、肩書き、収入その他契約に際して重要な事項について、契約書
等に虚偽を記載するよう唆して契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

６
知識・判断力の不足に
乗じた勧誘

消費者の知識、判断力、経験等の不足に乗じて、商品等の内容、取引条件、契約成立
のタイミング等に関して必要な説明をせずに、又は難解な、もしくは不十分な説明で
理解を妨げることにより契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

７
不適正なメール等によ
る勧誘

消費者の拒絶の意思に反して、もしくはその意思表示の機会を与えず、メール等の通
信手段を介して一方的に広告等を送信することにより契約の締結を勧誘し、又は契約
を締結させること。

８
心理的不安に乗じた勧
誘

消費者の生命、身体、財産、健康、運命等生活上の不安を煽る言動により契約の締結
を勧誘し、又は契約を締結させること。

９
心理的負担を利用した
勧誘

商品等の販売等を目的として、親切行為、商品等の無償提供等により断りにくい等の
消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させ
ること。

10
契約前の一方的な商品
等の販売等

消費者が契約の承諾もしくは申込みの意思表示をする前に、一方的に商品等を消費す
る等原状回復を困難にする等により契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させるこ
と。

11
正常な判断を妨げる行
為

催眠、霊感、集団心理その他消費者の合理的な判断を妨げる状況を作出することによ
り契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

12 資金調達の強要
消費者の意に反して、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを目
的に当該機関と契約を締結するように勧誘し、又は契約を締結させること。

13
一方的送りつけ後の費
用請求

消費者が商品等の購入等の意思を示していないにもかかわらず、商品を一方的に送り
つけて代金引換で受領させ、又は一方的に対価を請求する等により契約の締結を勧誘
し、又は契約を締結させること。

14 不当な訪問購入
事業者が消費者から物品を購入するに当たって、その勧誘を受ける意思があるかどう
かを事前に確認せずに自宅等に訪問して契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる
こと。

15 拒絶した者への勧誘
消費者が契約を締結しない意思を示したにもかかわらず、契約の締結を勧誘し、又は
契約を締結させること。

１
契約解除等の権利の制
限

申込みの撤回、契約の解除又は取消し、契約無効の主張等の消費者の権利を制限し
て、契約を締結させること。

２ 不当な違約金等の定め
損害賠償金、違約金、契約解除に伴う清算金等の負担が不当に高額又は高率であるな
ど、著しく不当な内容の契約を締結させること。

条例第18号第１項第３号に該当する不適正な取引行為
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３
不当な過量販売・長期
契約

消費者の年齢、身体状況、財産、家族構成等に照らして、不当に過大な量、不当に長
期にわたる供給、又は著しく不必要と認められる商品等の契約を締結させること。

４ 過剰与信となる契約
商品等の購入等に伴い受ける信用が、消費者の返済能力を著しく超えることを知り、
又は知るべきだったにもかかわらず、信用を供与し、又は信用の供与と一体をなした
内容の契約を締結させること。

５
不当な裁判管轄等の定
め

契約に関する訴訟における、裁判管轄その他の契約に関する紛争又は苦情処理等につ
いて、消費者に不当に不利な内容の契約を締結させること。

６ 不当な免責条項の定め
事業者に瑕疵がある場合又は事業者が責任を負うべき場合でも、返品ができない、又
は事業者が免責される等消費者に著しく不利になる内容の契約を締結させること。

７ 契約書面の虚偽記載
消費者が購入等の意思を示していない商品等又は契約前に説明した内容と異なる商品
等もしくは条件等を記載した契約書を事業者が作成し、契約を締結させること。

８ 名義を借用した契約
消費者に対して名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を負担させ
る内容の契約を締結させること。

９
出会い系サイトによる
不当な要求

他者との交際を希望する者が利用するサイト内において、相手の好意の感情を利用
し、又は相手に好意の感情を示し、関係の維持又は進展に必要であると認識させて不
当に金銭を要求し負担させること。

1 不適正な与信契約
事業者が不適正な取引行為を行っていることを知り、又は知り得る状況にありなが
ら、商品等の購入代金に相当する額の金銭を貸し付け、又は信用を供与すること。

１
不当な手段による履行
強制

消費者等を欺き、威迫し、もしくは困惑させ、早朝深夜等の迷惑を覚える時間帯にお
ける電話や訪問その他の不当な手段を用いて債務の履行を迫り、又は債務の履行をさ
せること。

２
心理的圧迫による履行
強制

正当な理由がないにもかかわらず、消費者の不利益な情報を信用情報機関もしくは関
係者に通知する旨の言動を用い、心理的な圧迫を与えて債務の履行を迫り、又は債務
の履行をさせること。

３ 金銭調達の強要
消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させて、預金の払戻し、生命保険の解約、金銭の
借入れ等の方法により金銭を調達させ、債務の履行をさせること。

４
義務なき者への債務履
行請求

法律上、消費者に代わり債務を負担する義務のない者を欺き、威迫し、又は心理的な
圧迫を与えて債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

５ 請求根拠の不明示
事業者の氏名、名称、住所等自らを特定する情報もしくは請求の根拠を明らかにせ
ず、又は偽ったまま債務の履行を迫り、又は債務を履行させること。

１ 不当な履行義務違反
履行期限が過ぎているにもかかわらず、消費者からの債務の完全な履行がない旨の申
出に対して、正当な理由なく契約に基づく債務の履行を遅延させ、又は拒否するこ
と。

条例第18号第１項第７号に該当する不適正な取引行為

条例第18号第１項第４号に該当する不適正な取引行為

条例第18号第１項第５号に該当する不適正な取引行為

条例第18号第１項第６号に該当する不適正な取引行為
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１ 加盟店管理義務違反
加盟店が不適正な取引行為を行っていることを知りながら、又は加盟店を適切に管理
していれば知り得たにもかかわらず、与信契約の締結を勧誘し、又は与信契約を締結
させること。

２ 抗弁権接続の不当妨害
正当な根拠に基づき支払を拒否することができるにもかかわらず、電話、訪問その他
の手段を用いて不当に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

１ クーリング・オフ妨害
クーリング・オフの権利の行使に際して、これを拒否し、又は威圧する等の手段を
もって妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。

２
クーリング・オフ妨害
（口頭行使）

クーリング・オフの権利の行使に際して、消費者の口頭による行使の事実を認めてお
きながら、後に書面等によらないことを理由として契約の成立又は存続を強要するこ
と。

３
クーリング・オフ妨害
（商品等の使用）

クーリング・オフの権利の行使に際して、消費者の自発的な意思によらない商品等の
使用又は債務の履行開始を理由として契約の成立又は存続を強要すること。

４
クーリング・オフ妨害
（手数料等の要求）

クーリング・オフの権利の行使に際して、損害賠償金、手数料、送料等法令上根拠の
ない要求をして消費者の権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。

５
継続的取引の中途解約
の拒否等

商品等の継続購入等の契約を締結した場合において、正当な根拠に基づく中途解約の
申出を不当に拒否し、不当な違約金を要求し、又は威迫する等により契約の存続を強
要すること。

６ 解約手続の不実
解約に係る手続を著しく困難にし、又は制限する等の不実の手段を用いて契約の成立
や存続を強要すること。

７ 解約後の義務不履行
クーリング・オフの権利の行使、申込みの撤回、契約の解除等が行われたにもかかわ
らず、返還義務、原状回復義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させるこ
と。

条例第18号第１項第８号に該当する不適正な取引行為

- 30 -



秋田市告示第262号

令和４年10月７日の「令和４年９月秋田市議会定例会」において認定を

経た決算およびその要領は、別紙のとおりである。

令和４年10月11日

秋田市長 穂 積 志
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秋田市告示第263号

次の国民健康保険税督促状は、本人の住所又は居所が明らかでないため

送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第

１項の規定により公示送達する。

なお、当該国民健康保険税督促状は、市民生活部国保年金課収納推進室

に保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付する。

令和４年10月13日

秋田市長 穂 積 志

１ 送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

国民健康保険税督促状

３ 通知年度、賦課年度および期別

別紙（省略）のとおり
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秋田市告示第264号

秋田市自転車等の放置防止に関する条例（平成元年秋田市条例第28号）

第10条第１項および第３項の規定に基づき、自転車等放置禁止区域内およ

び自転車等放置規制区域内に放置されていた自転車等を次のとおり撤去し、

保管したので、同条例第11条第１項の規定により告示する。

令和４年10月13日

秋田市長 穂 積 志

１ 撤去し、保管した自転車等

(1) 放置されていた場所および台数

ア 秋田駅西地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車等放置規

制区域 ５台

イ 秋田駅南地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車等放置規

制区域 １台

(2) 撤去し、保管した年月日

令和４年９月１日から同月30日まで

(3) 返還を行う時間および場所

ア 時間 午前10時から午後７時まで

イ 場所 秋田市東通仲町４番３号（秋田駅東自転車等駐車場内）

秋田市自転車等保管所

(4) 返還を開始する年月日および返還を行う期間

令和４年10月13日から令和５年４月13日まで

２ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書を

提出するとともに、自転車等の鍵等、当該自転車等の利用者又は所有者

であることを証明するものを提示すること。

３ 所有権の帰属
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この告示に係る自転車等で、告示後６か月を経過しても利用者等の引

取りがないものについての所有権は、自転車の安全利用の促進及び自転

車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭和55年法律第87号）第６

条第４項の規定に基づき本市に帰属する。

４ 問合せ先

秋田市山王一丁目１番１号

秋田市都市整備部交通政策課 電話 888－5766

秋田市東通仲町４番３号

秋田市自転車等保管所 電話 834－6497
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秋田市告示第265号

次の納税通知書は、本人の住所又は居所が明らかでないため送達できな

かったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定

により公示送達する。

なお、当該納税通知書は、市民生活部国保年金課に保管し、送達を受け

るべき者が請求したときは、いつでも交付する。

令和４年10月14日

秋田市長 穂 積 志

１ 送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

国民健康保険税納税通知書（課税年度令和４年 賦課年度令和３年

賦課年度令和２年）

- 101 -



秋田市告示第266号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第123号）第60条第１項の規定に基づき、指定自立支援医療機関（育

成医療・更生医療）を次のとおり更新したので、同法第69条の規定により

告示する。

令和４年10月18日

秋田市長 穂 積 志

担当する医療の種類：薬局

指定番号 医療機関の名称 所 在 地 更新年月日

204 佐野薬局東通店 秋田市広面字野添54番地
令和４年

11月１日

- 102 -



秋田市告示第267号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項および同条第４項

において準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による場合を含

む。）の規定に基づき、介護扶助および介護支援給付のための介護を担当さ

せる機関を次のとおり指定、再開、変更および廃止したので、同法第55条

の３の規定により告示する。

令和４年10月18日

秋田市長 穂 積 志

１ 指定

事業所名称 所 在 地 指定年月日

さくらデイサービス横
秋田市横森四丁目９番36号 令和４年８月１日

森店

レッツ倶楽部秋田八橋 秋田市八橋本町六丁目９番10号 令和４年８月１日

ハートプレイス 秋田市桜一丁目９番13号 令和４年８月１日

秋田市桜二丁目17番５号 桜髙野
ホームケア土屋秋田 令和４年８月１日

ビル１階２号室

秋田市中通三丁目２番38号 スカ
デイサービスわかば 令和４年８月１日

イパーク102 １階

２ 再開

事業所名称 所 在 地 再開年月日

居宅・訪問介護ステー
秋田市土崎港南三丁目９番30号 令和４年９月１日

ションホッとらっく
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３ 変更

事業所名称 所 在 地 変更年月日

居宅・訪問介護ス
旧 テーションホッと
らっく

秋田市土崎港南三丁目９番30号 令和４年９月１日
居宅支援介護事務

新
所ホッとらっく

居宅・訪問介護ス
旧 テーションホッと
らっく

秋田市土崎港南三丁目９番30号 令和４年９月１日
訪問介護ステーシ

新
ョンホッとらっく

４ 廃止

事業所名称 所 在 地 廃止年月日

さくらデイサービス横
秋田市横森四丁目９番36号 令和４年７月31日

森店

訪問型サービスＡ「あ
秋田市横森四丁目９番25号 令和４年８月31日

すにこっと」

小規模多機能型居宅介
秋田市旭南二丁目３番17号 令和４年９月30日

護事業所よつば

有限会社秋田在宅介護
秋田市横森一丁目20番30号 令和４年10月１日

サービスセンター

ヒロコージ薬局 秋田市千秋久保田町３番18号 令和４年６月26日
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秋田市告示第268号  

 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第75条第２項の規定に基づき、指定

居宅サービス事業者から事業の廃止の届出があったので、同法第78条の規

定により告示する。 

 

  令和４年10月19日 

 

秋田市長 穂 積    志      

 

事業者の 

名  称 

事業所の  

名  称 
事業所の所在地  廃止の年月日 

サービスの 

種   類 

有 限 会 社 

優介護 

ハートプレ

イス 

秋田市桜一丁目

９番13号 
令和４年10月７日 訪問介護  
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秋田市告示第269号  

 

介護保険法（平成９年法律第 123号）第 82条第２項の規定に基づき、指定

居宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があったので、同法第85条の規

定により告示する。 

 

  令和４年10月19日 

 

秋田市長 穂 積    志      

 

事業者の 

名  称 

事業所の  

名  称 
事業所の所在地  廃止の年月日 

サービスの 

種 類 

株 式 会 社

ケ ア ハ ウ

ス Shin 

東 通 介 護 支

援センター  

秋田市東通観音前

１番２号  
令和４年10月14日 

居 宅 介 護

支援 
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秋田市告示第270号

令和４年11月７日午前10時30分秋田市役所正庁に秋田市総合教育会議を

招集する。

令和４年10月24日

秋田市長 穂 積 志

協議題

令和５年度における重点的な取組課題について
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秋田市告示第271号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第123号）第59条第１項の規定に基づき、指定自立支援医療機関（育

成医療・更生医療）を次のとおり指定したので、同法第69条の規定により

告示する。

令和４年10月27日

秋田市長 穂 積 志

担当する医療の種類：薬局

指定 医療機関
所 在 地 開 設 者 名 指定年月日

番号 の 名 称

調剤薬局ツルハドラ 秋田市仁井田新田
株式会社ツルハ

令和４年
258

ッグ秋田仁井田店 二丁目５番16号
代表取締役社長

11月１日
八 幡 政 浩
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秋田市教委告示第13号

令和４年10月25日午後３時30分秋田市役所５階５－Ａ会議室に教育委員

会定例会を招集する。

令和４年10月19日

秋田市教育委員会

教育長 佐 藤 孝 哉

付議案件

秋田市立小、中学校通学区域の一部を改正する件
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秋田市農委告示第10号

令和４年10月17日午後２時秋田市役所正庁に秋田市農業委員会総会を招集

する。

令和４年10月７日

秋田市農業委員会会長 佐々木 吉 秋

案件

１ 農地法第３条の規定による許可申請に関する件

２ 農地法第５条の規定による許可申請に関する件

３ 農用地利用集積計画の撤回に関する件

４ 農用地利用集積計画（令和４年度第７号）に関する件
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秋田市上下水道局告示第10号

水道法（昭和32年法律第177号）第25条の７の規定に基づき秋田市指定

給水装置工事事業者より事業の廃止の届出があったので、秋田市水道事業

給水条例施行規程（昭和35年秋田市水道ガス局管理規程第２号）第８条の

３第４号の規定により告示する。

令和４年10月６日

秋田市上下水道事業管理者 工 藤 喜根男

事業者名 代表者 所在地 廃止年月日

リビングコンサ 手 戸 利 典 宮城県亘理郡亘理町 令和４年９月１日
ルタントてど 字上茨田140番地２

積和建設東北株 佐々木 裕 樹 秋田市御所野湯本四 令和４年９月８日
式会社秋田事業 丁目１番２号
所

- 111 -



秋田市上下水道局告示第11号

水道法（昭和32年法律第177号）第25条の３第１項の規定に基づき秋田

市指定給水装置工事事業者の指定を行ったので、秋田市水道事業給水条例

施行規程（昭和35年秋田市水道ガス局管理規程第２号）第８条の３第１号

の規定により告示する。

令和４年10月21日

秋田市上下水道事業管理者 工 藤 喜根男

事業者名 代表者 所在地 指定年月日

環清工業株式会 青 山 武 にかほ市金浦字川向 令和４年10月12日
社秋田支店 28番地の１
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秋田市公告

市有地の売払いについて次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治

法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項の規定に基づき公告

する。

令和４年10月５日

秋田市長 穂 積 志

１ 売払物件の表示

物件番号 所 在 地 地 目 面 積 最低入札価格

１ 秋田市下新城長岡字毛無谷地194番111 宅地 657.68㎡ 8,287,000円

２ 秋田市楢山城南町18番17 宅地 228.39㎡ 5,459,000円

２ 入札参加者の資格

次のいずれかに該当する者は入札に参加することができない。

(1) 契約を締結する能力を有しない者および破産者で復権を得ない者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77号）第２条第２号に規定する暴力団ならびに同法第２条第６号に規

定する暴力団員、暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者お

よびこれらの者と密接な関係を有する者

(3) 次のいずれかに該当する者で当該年度にその事案があった者および

その者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用する

者

ア 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の

成立を害し、もしくは不正の利得を得るために連合した者

イ 落札者が契約を締結することを又は契約者が契約を履行すること

を妨げた者

ウ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

３ 入札の場所および日時

(1) 場所 秋田市山王一丁目１番１号

秋田市役所５階 正庁
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(2) 入札 令和４年11月11日（金）午前10時

（入札申込受付は午前９時から午前９時50分まで）

(3) 開札 入札締切後直ちに開札

４ 入札心得および契約条項を示す場所

秋田市山王一丁目１番１号 秋田市総務部財産管理活用課

５ 入札保証金

(1) 現金又は秋田市を支払地とする銀行振出しの小切手をもって、入札

金額の100分の５以上に相当する金額を入札申込受付時間内に納付す

ること。

(2) 入札保証金は、還付又は契約保証金（契約金額の100分の10以上）

の納付に充当することができる。

(3) 落札者が指定期日までに契約を締結しないときは落札は無効とし、

入札保証金は市に帰属する。

(4) 落札者以外の入札参加者の入札保証金は当日還付する。

６ 入札無効に関する事項

次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札

(3) 同一の入札について、２以上の入札をした者の入札

(4) 同一の入札について、２人以上の入札参加者の代理人となった者の

した入札

(5) 同一の入札について、他の入札参加者の代理人となった者のした入札

(6) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

(7) 入札者の記名押印のない入札もしくは金額その他記載事項が脱落し、

もしくは不明瞭で確認できない入札又は金額を訂正した入札

(8) 郵送による入札

(9) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札

７ 売買契約の締結

落札者は、市長が落札の通知を発した日から起算して７日以内に、売

買契約書により契約を締結しなければならない。
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８ 契約保証金

(1) 契約者は、契約締結後、直ちに契約保証金を納付しなければならな

い。ただし、入札保証金を充当する場合は、充当額を差し引いた額を

納付するものとする。

(2) 契約保証金は、契約者の申出により、当該売払代金に充当すること

ができる。

９ 売買代金

契約者は、契約締結後30日以内に、売買代金を市の発行する納入通知

書により納付しなければならない。

10 現地説明会

現地説明会は実施しない（入札参加者は事前に確認すること。）。
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秋田市公告

予防接種法（昭和23年法律第68号）に規定する定期の予防接種について、

予防接種を行う医師に変更があったため、予防接種法施行令（昭和23年政

令第197号）第４条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

令和４年10月７日

秋田市長 穂 積 志

１ 予防接種を行う協力を承諾した医師の氏名、予防接種を行う主たる場

所および追加する予防接種の種類

別表１（省略）のとおり

２ 予防接種を行う承諾を撤回した医師の氏名、予防接種を行っていた主

たる場所および撤回した予防接種の種類

別表２（省略）のとおり
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秋田市公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により、令和

４年９月20日付け秋田市指令第5708号で許可した開発行為について、次の

開発行為に関する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定に基づき、

公告する。

令和４年10月13日

秋田市長 穂 積 志

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

秋田市仁井田字中新田110番１

２ 開発許可を受けたものの住所および氏名

秋田市御野場新町三丁目７番７号

高 橋 智 恵
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秋田市公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により、令和

４年４月27日付け秋田市指令第3197号で許可した開発行為について、次の

開発行為に関する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定に基づき、

公告する。

令和４年10月13日

秋田市長 穂 積 志

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

秋田市外旭川字山崎245番、246番１、246番３、247番１、247番３お

よび253番の内

２ 開発許可を受けたものの住所および氏名

秋田市八橋本町三丁目18番33号

株式会社むつみワールド

代表取締役 佐々木 克 巳
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秋田市公告

予防接種法（昭和23年法律第68号）に規定する定期の予防接種について、

予防接種を行う医師に変更があったため、予防接種法施行令（昭和23年政

令第197号）第４条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

令和４年10月24日

秋田市長 穂 積 志

予防接種を行う協力を承諾した医師の氏名、予防接種を行う主たる場所

および追加する予防接種の種類

別表（省略）のとおり
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秋田市公告

農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項の規定に

より、農用地利用集積計画（令和４年度第７号計画）を定めたので、同法

第19条の規定に基づき公告し、次のとおり縦覧に供する。

令和４年10月25日

秋田市長 穂 積 志

１ 縦覧に供する書類

農用地利用集積計画書

２ 縦覧時間

午前８時30分から午後５時15分まで。ただし、土曜日、日曜日、国民

の祝日ならびに12月29日から同月31日までの日、１月２日および同月３

日を除く。

３ 縦覧場所

秋田市山王一丁目１番１号 本庁舎３階

秋田市産業振興部農業農村振興課
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秋田市公告

農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項の規定に

より定めた農用地利用集積計画のうち、平成27年度第12号計画および平成

28年度第10号計画の一部を撤回したので、公告し、農用地利用集積計画撤

回総括表を次により縦覧に供する。

令和４年10月25日

秋田市長 穂 積 志

１ 縦覧時間

午前８時30分から午後５時15分まで。ただし、土曜日、日曜日、国民

の祝日ならびに12月29日から同月31日までの日、１月２日および同月３

日を除く。

２ 縦覧場所

秋田市山王一丁目１番１号 本庁舎３階

秋田市産業振興部農業農村振興課
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秋田市公告

秋田農業振興地域整備計画（昭和48年秋田市告示第25号）を変更するの

で、農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第13条第４

項において準用する同法第11条第１項の規定により公告し、当該農業振興

地域整備計画の案を次により縦覧に供する。

秋田市の住民は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、縦覧に供さ

れた農業振興地域整備計画の案について、秋田市に意見書を提出すること

ができる。

また、当該農用地利用計画の案に係る農用地区域内にある土地の所有者

その他その土地に関し権利を有するものは、当該農用地利用計画の案に対

して異議があるときは、令和４年11月24日の翌日から起算して15日以内に

秋田市にこれを申し出ることができる。

令和４年10月25日

秋田市長 穂 積 志

１ 縦覧期間

令和４年10月25日から同年11月24日まで。ただし、土曜日、日曜日お

よび国民の祝日を除く。

２ 縦覧時間

午前８時30分から午後５時15分まで

３ 縦覧場所

秋田市山王一丁目１番１号 本庁舎３階

秋田市産業振興部農業農村振興課
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